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株主各位

証券コード　6336
（発信日）2025年４月10日

（電子提供措置の開始日）2025年４月４日
株 主 各 位

広島県福山市神辺町旭丘５番地
株 式 会 社 石 井 表 記
代 表 取 締 役 社 長 山 本 晋 宏

　当社ウェブサイト　https://www.ishiihyoki.co.jp/

　株主総会資料掲載ウェブサイト
　　　https://d.sokai.jp/6336/teiji/

第52期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第52期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げ
ます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「株式情報」「株主総会招集
通知」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しておりますの
でご確認ください。
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株主各位

１．日 時 2025年４月25日（金曜日）午前10時
２．場 所 広島県福山市三之丸町８番16号

福山ニューキャッスルホテル２階　琴の間
（末尾記載の会場ご案内略図をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 １. 第52期（2024年２月１日から2025年１月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第52期（2024年２月１日から2025年１月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
監査役１名選任の件

　なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年４月24日（木曜日）午後５時までに到着
するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上

◎　書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示
がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

◎　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁の電子提供措置事項掲載ウェブサイトにその旨、
修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。
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当事業年度の事業の状況

（2024年２月 1 日から
2025年１月31日まで）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、堅調な企業業績を背景にした雇用・所得環境の改善

に加え、インバウンド需要の回復が持続したことなどから緩やかな回復が続きました。一方
で、中東地域での紛争、ロシアによるウクライナ侵攻など不安定な海外情勢の長期化や、中国
経済の停滞、不安定な為替相場、今後のアメリカの政策動向など、先行きについては依然とし
て不透明な状況が続いております。

当社グループにおきましては、プリント基板分野においては、スマートフォンやパソコン等
の民生機器向けの半導体需要に減速感が出ており、パッケージ基板の需要が減少しておりま
す。液晶関連分野におきましても液晶パネルの大幅な需要回復は見られず、中国においても現
地経済の停滞に伴い電子部品実装需要の調整局面が続いております。

このような環境のもと、当連結会計年度の売上高は148億21百万円（前連結会計年度比
11.4％減）となり、営業利益は９億７百万円（前連結会計年度比42.6％減）、経常利益は11
億９百万円（前連結会計年度比35.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は７億88百万
円（前連結会計年度比28.4％減）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。
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当事業年度の事業の状況

（電子機器部品製造装置事業）
プリント基板分野では、半導体向けパッケージ基板の需要減少に伴い同分野での設備投資

が減少したことなどから前連結会計年度と比較し売上高は減少しました。
液晶関連分野におきましては、液晶パネル需要の大幅な回復は見られないものの、新規参

入需要を取り込み、液晶パネル製造装置の販売が増加したことなどから、売上高は前連結会
計年度を上回りました。

その結果、売上高は45億77百万円（前連結会計年度比1.5％減）、営業利益は６億47百
万円（前連結会計年度比0.2％増）となりました。

（ディスプレイ及び電子部品事業）
自動車向け印刷製品及び工作機械並びに産業用機械向け操作パネルについては、顧客の生

産調整が続き、売上高は前連結会計年度と比較し減少いたしました。
連結子会社におきましても、JPN,INC.は主要顧客の生産調整が続く中、新規顧客開拓を

進めたことにより売上高は前連結会計年度並みとなりましたが、利益面では原材料価格上昇
等の影響から前連結会計年度を下回りました。上海賽路客電子有限公司においても中国経済
の減速が続き電子部品実装需要が減少していることから、前連結会計年度と比較して減収減
益となりました。

その結果、売上高は102億33百万円（前連結会計年度比15.2％減）、営業利益は２億60
百万円（前連結会計年度比72.1％減）となりました。
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当事業年度の事業の状況

事 業 区 別 売 上 高 受 注 高

電 子 機 器 部 品 製 造 装 置 事 業 4,577百万円 4,353百万円

デ ィ ス プ レ イ 及 び 電 子 部 品 事 業 10,233 9,779

そ の 他 9 9

事業別売上高及び受注高

②　設備投資の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、４億46百万円であります。
その主なものは、ディスプレイ及び電子部品事業の機械装置３億47百万円であります。

③　資金調達の状況
当社は、財政状態を安定させ、運転資金を安定的かつ効率的に調達するため、取引銀行４行

とシンジケートローン契約（タームローン契約21億円、コミットメントライン契約25億円）
を締結しております。

なお、当連結会計年度末におけるシンジケートローン契約の借入実行残高は15億49百万円
（タームローン契約10億49百万円、コミットメントライン契約５億円）であります。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 49 期
(2022年１月期)

第 50 期
(2023年１月期)

第 51 期
(2024年１月期)

第 52 期
(当連結会計年度)
(2025年１月期)

売 上 高(百万円) 14,423 18,222 16,729 14,821

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 1,490 1,639 1,101 788

１株当たり当期純利益 (円) 182.85 201.13 135.09 96.70

総 資 産(百万円) 13,487 16,238 16,681 15,700

純 資 産(百万円) 5,463 7,422 8,686 9,738

１株当たり純資産額 (円) 670.18 910.39 1,065.44 1,194.55

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．第50期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を
適用しており、第50期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値
を記載しております。

２．第52期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にす
るため、第49期から第51期についても、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しており
ます。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

JPN,INC. 127百万フィリピンペソ 100.0％ シルク、ラベル印刷製品の製造販
売

上海賽路客電子有限公司 21百万人民元 100.0％ プリント基板の実装、技術サービ
スの提供

株式会社ＣＡＰ 10百万円 100.0％ プリント基板製造装置の製造販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）当連結会計年度末日において特定完全子会社はありません。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社グループを取り巻く環境は、常に技術の向上と低コストが求められており、高品質かつ低
価格な製品をお客様に提供していくことが重要となっております。
　このような環境の中、当社グループは世界的な競争に勝ち抜くための基盤を構築してまいりま
す。
①　高収益の技術集団を目指す

当社グループは創業以来、顧客ニーズに即した新製品の開発を行うとともに新規顧客の開拓
に取り組んでまいりました。今後も顧客に対して、高い生産性の装置を提供すること、オンデ
マンドに製品提供を行うことが、当社グループの安定と成長に結びつくものであると考えてお
ります。そのために、成長見込みの高い分野に対しての開発力強化、不要な在庫の削減、着実
なコストダウンの実現など、製造業の原点回帰に注力いたします。また、変化が速くグローバ
ルな市場環境において成長するため、今後も適時・適材・適所をボーダレスに実現する人事制
度の再構築を進める所存であります。

②　財務体質の強化
機動的な経営を実現するために、財務的基盤を安定させることが重要であると考え、連結キ

ャッシュ・フロー改善を推進してまいります。業務効率改善推進による在庫の削減、債権回収
の早期化、歩留りの向上による短納期・低コスト化に挑戦し続けてまいります。

③　優先的に対処すべき事業上の課題
イ．さらなる事業の安定化と特定事業領域への依存からの転換

当連結会計年度において、自動車向け印刷製品は顧客の生産調整の影響を受け売上高は減
少いたしました。

市場規模の大きい自動車業界において同事業を安定的に拡張していくため、当社の印刷技
術を応用して加飾部品などの意匠性の高い車載部品を提案できるよう取り組みを続けており
ます。

液晶関連分野におきましては当連結会計年度においては液晶パネル需要の大幅な回復は見
られないものの、新規参入需要を取り込み、液晶パネル製造装置の販売が増加したことなど
から売上高は増加しました。一方で長期的な視野に立てば今後液晶パネル需要は減少してい
くことが想定され、環境変化に対応していく必要があります。

インクジェット塗布技術は、環境負荷低減の観点から様々な分野から注目されておりま
す。当社グループの持つ塗布技術を液晶関連以外の市場においても展開できるよう取り組み
を続けております。
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対処すべき課題

ロ．仕入価格の高騰及び調達納期の長期化
原油価格の高騰等に起因して、原材料価格の高騰や仕入納期の長期化が続いております。

当社グループでは各種製品の販売価格の見直し、及び購買先の多様化、まとめ買いによる在
庫の確保等の対策を講じております。

ハ．サステナビリティ課題への取り組み
当社グループは、事業活動を通じて持続可能な社会に貢献するとともに企業価値向上を目

指していくことが重要であると考えております。気候変動が事業の持続的な成長へ影響を及
ぼすとの認識から「気候変動」と、また企業の最大の資源は人であるとの認識から「人的資
本」の２点をマテリアリティ（重要課題）として取り組みを進めております。
ａ．気候変動

気候変動が事業活動の継続に重大な影響を与えるとの認識から再生可能エネルギーの利
用推進、ＬＥD照明への切り替えなどの省エネルギーの実現に向けて努めております。

当該指標に関する具体的な目標設定はしておりませんが、温室効果ガスの排出量を管理
し削減目標の策定に取り組んでいく方針であります。

当連結会計年度においては、当社内の管理整備を行いScope1、Scope2の排出量算定
の体制を整えました。今後はScope1、Scope2の排出量を算定し現状を把握したのち、
削減に向けた取り組みを検討してまいります。また、Scope3についても算定方法の検討
を進めてまいります。

なお、当社は2024年12月に広島県発行のグリーンボンドへの投資を行い、広島県の環
境負荷を軽減する施策に貢献しております。

Scope1：燃料使用などによって自社が直接排出した温室効果ガスの量
Scope2：自社に供給される電気の使用に伴って排出される温室効果ガスの量
Scope3：サプライチェーンにより排出される温室効果ガスの量

ｂ．人的資本
企業の最大の資源は人であるとの認識から社員が安心、安全に働ける職場環境の実現を

目指しております。
・健康経営

当社の経営理念「会社と社員の永遠の幸福」を実現するために、2023年6月29日に
「健康宣言」を行いました。社員一人ひとりが心身ともに健康でイキイキと働ける職場
環境の整備を進め、取り組みの指標のひとつである認定制度に向けた活動を推進してお
ります。

当連結会計年度において当社は、健康経営の取り組みを積極的に行っている企業とし
て東京電子機械工業健康保険組合から健康優良企業「銀の認定」を取得しております。
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対処すべき課題

指標 実績（当事業年度）

女性管理職比率（％） 5.8

男女間賃金格差（％） 75.8

育児休業取得率（％）　　　　　　　　　　女性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性

100.0

50.0

・短時間勤務制度、時間有休制度
当社は、育児や介護に携わる社員を支援するため短時間勤務制度を設けております。

また、取得のしやすさや有給休暇の使い方の選択肢が広がる時間有休制度を設け、働き
やすい職場環境の整備に取り組んでおります。
・異動の自己申告制度

「人を大切にし、活躍の場を提供する」という経営理念のもと、当社では「自己申告
制度」を利用し、適材適所の人員配置を社員の希望や能力、適性に基づいて行っており
ます。制度を通して社員の自主性や意欲、新たな一面を発見することで組織全体が活性
化し、社員と企業がともに成長することを実現してまいります。
・人材の多様性確保

当社では人材の多様性の確保を含む人材の育成に関して以下の指標を用いておりま
す。

当社は製造業であり社員は男性の比率が高いため、女性管理職比率は相対的に低くな
ります。また、賃金格差も男女の管理職の人数の差異が影響しております。職能等級や
成果が同じであれば人事制度上性差による差異はありません。女性管理職比率、賃金格
差の是正について具体的な数値目標は設定しておりませんが、女性社員のキャリア形成
支援については働きやすい環境の整備（育児休暇、短時間勤務等）を進め職場への復帰
を容易にし、子育てをしながらも昇格、昇進を目指すことができるよう努めてまいりま
す。
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対処すべき課題

ニ．資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みについて
上場企業である当社にとって「企業価値の向上」は重要課題であり、東京証券取引所から

も「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請されています。
当社グループのＰＢＲは近年１倍割れが続いており、収益性、ＩＲ活動、株主還元を課題

として認識し当連結会計年度においては以下の取り組みを行ってまいりました。
（収益性の向上）

・営業所の統廃合による販売体制の効率化
・一部製品の生産を外部委託し生産体制を合理化
・成長分野への参入を目指した研究開発活動の継続
・人的資本経営の推進

（ＩＲ活動の拡充）
・個人株主様向けの当社工場見学会の制度化
・当社ホームページの刷新

（株主還元）
・配当金額の増額
・自己株式取得
※自己株式の取得は2025年３月14日開催の当社取締役会で決議いたしました。

 当社グループは今後も 積極的に「企業価値の向上」に取り組んでまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

事 業 内 容 主 要 製 品

電 子 機 器 部 品 製 造
装 置 事 業

プリント基板製造装置（研磨機・ジェットスクラブ機・超音波
洗浄機・水洗乾燥機・現像エッチング剥離機・銅メッキライ
ン）、インクジェットコーター、セラミックジェットスクラブ
機、板金用の研磨機

デ ィ ス プ レ イ 及 び
電 子 部 品 事 業

メンブレンスイッチパネル、イクセルスイッチパネル、プリン
ト基板、プリント基板実装、シルク印刷、精密板金、ネームプ
レート、樹脂ケース、車載部品向け印刷

(5) 主要な事業内容（2025年１月31日現在）

当社 本社：広島県福山市
本社工場：広島県福山市

JPN,INC. 本社：フィリピン国カビテ州ロサリオ市
本社工場：フィリピン国カビテ州ロサリオ市

上海賽路客電子有限公司 本社：中国上海市
本社工場：中国上海市

株式会社ＣＡＰ 本社：沖縄県うるま市
本社工場：沖縄県うるま市

(6) 主要な営業所及び工場（2025年１月31日現在）
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使用人の状況、主要な借入先

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
電 子 機 器 部 品 製 造 装 置 事 業 154    （2）名 △1  （△2）名
デ ィ ス プ レ イ 及 び 電 子 部 品 事 業 495（464） 9（△80）
全 社 （ 共 通 ） 23    （－） △3  （△1）

合 計 672（466） 5（△83）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
307（11）名 △15（△3）名 46.1歳 20.8年

(7) 使用人の状況（2025年１月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 も み じ 銀 行 771百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 534
株 式 会 社 広 島 銀 行 260
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 101

(8) 主要な借入先の状況（2025年１月31日現在）
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株式の状況、新株予約権等の状況

①　発行可能株式総数 31,644,909株
②　発行済株式の総数 8,176,452株
③　株主数 3,249名

株 主 名 持　　株　　数 持　株　比　率

株 式 会 社 ア イ エ フ エ ム 1,966千株 24.12％

石 井 敏 博 615 7.54

イ シ イ ヒ ョ ー キ 従 業 員 持 株 会 571 7.00

石 井 幸 蔵 167 2.05

石 井 博 幸 161 1.98

大 和 証 券 株 式 会 社 155 1.91

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 144 1.77

石 井 朋 子 138 1.70

大 善 彰 総 118 1.45

株 式 会 社 広 島 銀 行 110 1.35

２．会社の現況
(1) 株式の状況（2025年１月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式(23,827株)を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2025年１月
31日現在）
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
会 長 石 井 峯 夫

代 表 取 締 役
社 長 山 本 晋 宏 JPN,INC. 取締役

株式会社ＣＡＰ 代表取締役

常 務 取 締 役 松 井 忠 則
管理本部長
JPN,INC. 取締役
株式会社ＣＡＰ 監査役
上海賽路客電子有限公司 監事

取 締 役 岩 永 浩 司
デバイス事業本部長
JPN,INC. 取締役
上海賽路客電子有限公司 董事

取 締 役 松 井 誠 治 装置事業本部長

取 締 役 石 井 裕 工

取 締 役 本 田 祐 二

常 勤 監 査 役 渡 邊 伸 樹 ＣＥＬＣＯ ＪＡＰＡＮ株式会社 社外取締役

監 査 役 森 末 辰 彦

監 査 役 松 岡 清 史

(3) 会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2025年１月31日現在）

（注）１. 取締役石井裕工氏及び本田祐二氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 取締役本田祐二氏は弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程

度の知見を有しております。
４. 監査役森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。
５. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
６．2024年４月23日開催の第51期定時株主総会において、新たに取締役に岩永浩司氏及び松井誠治氏

が選任され就任いたしました。
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会社役員の状況

氏　名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

渡　邊　伸　樹 2024年４月23日 任期満了

取締役副社長
JPN,INC.　取締役
上海賽路客電子有限公司　監事
CELCO JAPAN株式会社　社外取締役

平　坂　晋　二 2024年４月23日 任期満了
専務取締役
JPN,INC. 代表取締役
上海賽路客電子有限公司 董事長

貝　原　睦　規 2024年４月23日 辞任 常勤監査役

氏　名 異動前 異動後 異動年月日

山　本　晋　宏 代表取締役社長
株式会社ＣＡＰ 代表取締役

代表取締役社長
JPN,INC. 取締役
株式会社ＣＡＰ 代表取締役

2024年７月22日

松　井　忠　則
常務取締役管理本部長
JPN,INC. 取締役
株式会社ＣＡＰ 監査役

常務取締役管理本部長
JPN,INC. 取締役
株式会社ＣＡＰ 監査役
上海賽路客電子有限公司 監事

2024年４月23日

渡　邊　伸　樹

常勤監査役
JPN,INC. 取締役
上海賽路客電子有限公司 監事
ＣＥＬＣＯ ＪＡＰＡＮ株式会社 
社外取締役

常勤監査役
ＣＥＬＣＯ ＪＡＰＡＮ株式会社
社外取締役

2024年４月23日

②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

（注）渡邊伸樹氏は、2024年４月23日開催の第51期定時株主総会において監査役に選任され、
同日開催の監査役会において常勤監査役に選定されました。

③　事業年度中の取締役及び監査役の地位、担当及び重要な兼職の異動状況

④　責任限定契約に関する事項
　当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、
当該責任限定が認められるのは、各社外取締役及び各監査役が本契約の履行につき善意でかつ
重大な過失がない場合に限られます。
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会社役員の状況

⑤　役員等賠償責任保険契約に関する事項
イ．役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲

　当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者とした、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）
契約を締結しております。

ロ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当該保険契約では、被保険者である役員が株主や第三者などから損害賠償請求を提起され
た場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用などの損害を当該保
険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損な
われないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等につい
ては、填補の対象外としております。なお、保険料は全額当社が負担しております。

⑥　取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

ａ．取締役の報酬
　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会
が有しており、常勤取締役については①基本報酬、②役員賞与で、社外取締役については
基本報酬のみで構成されております。

（基本報酬）
　当社の取締役の基本報酬は、業績や経営内容、経済情勢、各取締役の職責等を総合的に
勘案して決定しており、各取締役の報酬は金銭による月額固定報酬であります。
　当事業年度におきましては、2024年４月23日開催の取締役会にて上記方針に基づき各
取締役の基本報酬を審議し決議、決定しております。

（役員賞与）
　当社の役員賞与は業績連動報酬とし、金銭により支給いたします。役員賞与に係る指標
は親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、親会社取締役の
責任は当社グループ全体の最終業績にあると考えているためです。役員賞与の総額算定に
あたっては、上記指標を踏まえて、会社の財務状況、世間水準等を総合的に勘案して算定
いたします。各取締役への配分につきましては各取締役の職責等を総合的に勘案して決定
しております。
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会社役員の状況

区　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
業績連動
報酬等

(役員賞与)
非金銭
報酬等

取　　締　　役 77 77 － － 9
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （7） （7） （－） （－） （2）

監　　査　　役 11 11 － － 4
（ う ち 社 外 監 査 役 ） （4） （4） （－） （－） （2）

合　　　　計 88 88 － － 13
（ う ち 社 外 役 員 ） （11） （11） （－） （－） （4）

　なお、決算確定前に下記のいずれかに該当した場合、役員賞与は支給しないものとして
おります。

1) 親会社株主に帰属する当期純利益が赤字の場合
2) 期初に開示している連結業績見通しに対して下記数値基準を超えて下回った場合

親会社株主に帰属する当期純利益　　　50％

　当事業年度におきましては、2025年１月24日開催の取締役会にて上記方針に基づき審
議し、不支給とすることを決定しております。

ｂ．監査役の報酬
　当社の監査役の報酬等の額は株主総会で決議された報酬限度の範囲内において監査役の
協議によって決定しております。各監査役の報酬は基本報酬（金銭による月額固定報酬）
のみで構成されております。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上表には、2024年４月23日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及び
監査役１名が含まれております。

２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 取締役の報酬限度額は、1996年12月27日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内（ただ

し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数
は８名であります。
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会社役員の状況

地 位 及 び 氏 名 出席状況、発言状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役　 石 井 裕 工
　当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしました。広島県庁で
の豊富な経験や知識をもって、経営から独立した客観的・中立的立場から、監
督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。

取 締 役　 本 田 祐 二
　当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしました。弁護士とし
ての専門的見地から主にコンプライアンス分野における監督、助言等を行うな
ど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

監 査 役　 森 末 辰 彦
　当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、監査役会15回全てに出
席いたしました。議案、審議などの意思決定の妥当性、適正性の観点から必要な
助言、提言、また税理士としての専門的見地から発言を適宜行っております。

監 査 役　 松 岡 清 史
　当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、監査役会15回全てに出
席いたしました。長年にわたる警察行政に携わった豊富な経験と知識を活かし妥
当性、適正性の観点からの発言を適宜行っております。

４. 監査役の報酬限度額は、1996年12月27日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名であります。

５. 報酬等の総額には、役員退職慰労引当金の繰入額、ストックオプションによる報酬額などは該当事項
がなく、含まれておりません。

ハ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

　なお、2011年８月31日開催の当社取締役会及び監査役会において取締役、監査役全員の
就任から2011年７月までの在任期間に係る退職慰労金の受取辞退及び2011年８月以降の
在任期間に係る退職慰労金について当面凍結する旨決議されております。

ニ．社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。

⑦　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 33百万円

(4) 会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の
額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当該金額について、当社監査役会は、会計監査人から監査計画（監査方針、監査項目、監査予定時間
等）の説明を受けた後、その内容及び報酬見積りの額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計
画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認等を行
い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３. 当社の重要な子会社２社（JPN,INC.、上海賽路客電子有限公司）は、当社の会計監査人以外の公認
会計士または監査法人の監査を受けております。

③　非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）
として、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の改訂（改訂ＪＳＯＸ基準）に伴う助言・指導を委託し、その対価
を支払っております。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該
議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任
いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお
きまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

⑤　責任限定契約に関する事項
当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が
認められるのは、会計監査人が本契約の履行につき善意でかつ重大な過失がない場合に限られ
ます。

(5) 業務の適正を確保するための体制
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．取締役会は、取締役及び使用人の業務執行が法令・定款に準拠して適正かつ健全に行われ
るべく、実効性のある内部統制システムの構築と法令遵守体制の確立に努める。
ロ．取締役会は、「行動倫理規範」を制定し、周知・徹底を図り、業務執行の適正を確保する
体制構築に努める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、その他取締役の職務執行に係る文書については、「文書管理規程」その
他関連規則を整備し、これに基づいて保存・管理するとともに、取締役、監査役はこれらの
文書を閲覧できる体制を整備する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、リスク管理について、「リスク管理規程」を制定するとともに、事業活動に
伴う重大なリスクの顕在化の防止、リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるため
のリスク管理体制を整備する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会において、経営の基本方針、経営戦略を決定するとともに中期経営計画、年度予
算の具体的な経営目標を定め、進捗状況を定期的に確認しその達成を図る。
ロ．取締役会は、各取締役の権限、責任の分配を適正に行い、会社の経営に関する意思決定及
び執行を効率的に行う。
ハ．組織構造についても随時見直しを図り、より一層の効率化を推進する。

－ 20 －



2025/03/28 10:54:32 / 24166764_株式会社石井表記_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

⑤　企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．取締役会は、「子会社管理規程」の整備を行うとともに、当社グループの相互密接な連携
を図り、経営の効率的運用体制を整備する。
ロ．取締役会は、グループ会社の事業に関して、各々担当取締役を任命し、事業運営について
監督するとともに定期的に取締役会に報告する。
ハ．担当取締役は、「行動倫理規範」の周知・徹底を図り、業務執行の適正を確保する体制構
築に努める。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人は選任していないが、必要に応じ、監査役の業務
補助のため監査役スタッフを選任することとし、その人事については取締役と監査役が協議
を行う。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に多大な損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した
ときは、遅滞なく監査役に報告する。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．取締役は、監査役が取締役会のほか重要な会議または委員会に出席する機会を確保する。
ロ．監査役と内部監査室ならびに会計監査人は、定期的な協議の機会を設けて意見交換を通
じ、連携を強化する。

⑨　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、
当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債
務を処理する。

⑩　財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき有効かつ
適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能
することを継続的に評価し、必要な是正措置を行う。

⑪　反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、
警察・弁護士等と密接に連携し毅然とした姿勢で対応する。
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(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他企業集団の業
務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　内部統制システム全般
　当社及び当社グループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室が
モニタリングし、改善を進めております。
　海外子会社の役員に本社の役員２名以上を選任し、「子会社管理規程」に従った承認の徹底
を図っており、グローバル会計システムも導入しております。また、子会社トップによる定期
的な当社への状況報告及び取締役会の開催を通じて内部統制の実効性を高めております。
②　コンプライアンス
　当社は、弁護士資格を持つ社外取締役を委員に含めるコンプライアンス委員会を設置し、重
大なリスクの顕在化の防止に努めるとともに、当社及び当社グループ各社の使用人に対し、そ
の階層に応じて必要なコンプライアンスについて、会議体での説明を行い、法令及び定款を遵
守するための取組みを継続的に行っております。また、当社は「社内相談制度運用規程」によ
り相談・通報体制を設けており、当社グループ各社もこの相談・通報体制を利用することでコ
ンプライアンスの実効性向上に努めております。
③　内部監査
　内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施
しております。
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連結貸借対照表

（2025年１月31日現在） （単位：百万円）
科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工 具 器 具 備 品
土 地
使 用 権 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
長 期 未 収 入 金
退職給付に係る資産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

10,132
4,086
803
2,515
363
960
1,251
151

5,567
4,975
1,005
1,601
171
1,970
139
86
96
96

494
124
8
45
160
5

219
△68　

流 動 負 債 3,824
支払手形及び買掛金 1,657
短 期 借 入 金 663
１年以内返済予定長期借入金 420
リ ー ス 債 務 43
未 払 金 519
未 払 法 人 税 等 159
前 受 金 46
賞 与 引 当 金 56
設 備 関係支払手形 80
そ の 他 176

固 定 負 債 2,136
長 期 借 入 金 629
リ ー ス 債 務 252
繰 延 税 金 負 債 730
退職給付に係る負債 516
資 産 除 去 債 務 4
そ の 他 3

負 債 合 計 5,961
純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,720
資 本 金 300
資 本 剰 余 金 1,107
利 益 剰 余 金 7,333
自 己 株 式 △20

その他の包括利益累計額 1,018
その他有価証券評価差額金 22
為 替 換 算 調 整 勘 定 977
退職給付に係る調整累計額 17

純 資 産 合 計 9,738
資 産 合 計 15,700 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,700

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（2024年２月 1 日から
2025年１月31日まで）

（単位：百万円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

売 上 高 14,821
売 上 原 価 11,434

売 上 総 利 益 3,387
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,479

営 業 利 益 907
営 業 外 収 益

受 取 利 息 92
受 取 配 当 金 7
為 替 差 益 16
受 取 賃 貸 料 37
助 成 金 収 入 65
増 値 税 還 付 金 43
そ の 他 20 284

営 業 外 費 用
支 払 利 息 42
減 価 償 却 費 21
賃 貸 費 用 11
そ の 他 6 82
経 常 利 益 1,109

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 5 5

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 7
固 定 資 産 除 却 損 1
減 損 損 失 2 11

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,103
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 254
法 人 税 等 調 整 額 61 315
当 期 純 利 益 788
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 788

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

（2024年２月 1 日から
2025年１月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2024年２月１日期首残高 300 1,107 6,667 △20 8,054

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △122 － △122

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － 788 － 788

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 666 △0 665

2025年１月31日期末残高 300 1,107 7,333 △20 8,720

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

2024年２月１日期首残高 19 597 14 631 8,686

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △122

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － － － 788

自 己 株 式 の 取 得 － － － － △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 2 380 3 386 386

連結会計年度中の変動額合計 2 380 3 386 1,052

2025年１月31日期末残高 22 977 17 1,018 9,738

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況
・連結子会社の数 6社
・連結子会社の名称 JPN,INC.

株式会社トリアス
ISHII HYOKI(SUZHOU)CO.,LTD.
上海賽路客電子有限公司
株式会社ＣＡＰ
上海賽路客供応鏈科技有限公司
（上海賽路客電子有限公司の完全子会社、当社孫会社）

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　 連 結 子 会 社 のJPN,INC. の 決 算 日 は11 月30 日 で あ り 、 株 式 会 社 ト リ ア ス 、ISHII HYOKI 
(SUZHOU)CO.,LTD.、上海賽路客電子有限公司、上海賽路客供応鏈科技有限公司、株式会社ＣＡＰの決算
日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたってはそれぞれの決算日現在の計算書類を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(3) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
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連結注記表

イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は定額法を
採用しております。
ただし、当社及び国内連結子会社は、1998年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 31年～38年
機械装置及び運搬具  6 年～12年

ロ．棚卸資産
　製品・仕掛品については当社及び国内連結子会社は個別法による原価法（ただし、金属・樹脂印刷及
びプリント基板は移動平均法による原価法）（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）を採用しております。
　原材料については当社及び株式会社ＣＡＰを除く国内連結子会社は移動平均法による原価法（貸借対
照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、株式会社ＣＡＰは先入先出法による原
価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
　貯蔵品については当社及び国内連結子会社は最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
　在外連結子会社のうち、上海賽路客電子有限公司及び上海賽路客供応鏈科技有限公司は総平均法によ
る低価法、その他の在外連結子会社においては先入先出法による低価法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

ロ．使用権資産 在外連結子会社はリース期間を耐用年数とし、定額法を採用して
おります。

ハ．無形固定資産 定額法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づいております。
ニ．リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産について

は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を
採用しております。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係
るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しております。

－ 27 －



2025/03/28 10:54:32 / 24166764_株式会社石井表記_招集通知_電子提供措置用

連結注記表

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。在外連結子会社は、個別に債権の回収可能性
を検討して計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しておりま
す。

ハ．役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支
給見込額を計上しております。

④　重要な収益及び費用の計上基準 顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履
行義務の内容、及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１年以内に受
領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

イ．電子機器部品製造装置事業 電子機器部品製造装置事業においては、主にプリント基板製造装
置及びインクジェットコーターの製造及び販売を行っておりま
す。
プリント基板製造装置の販売については、国内販売は主に顧客に
より製品が検収された時、輸出販売は主にインコタームズ等で定
められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収
益を認識しております。インクジェットコーターの販売について
は、エンドユーザーが据付後動作確認を行った時点で収益を認識
しております。
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ロ．ディスプレイ及び電子部品事業 ディスプレイ及び電子部品事業においては、主に電子部品の実
装、工作機械及び産業用機械向けの操作パネル、自動車向けの印
刷製品の製造及び販売を行っております。
これらの製品の販売については、在外連結子会社においては、契
約に基づき、出荷時または納品時にリスク負担が顧客に移転した
時に収益を認識しており、国内販売においては、当該製品の支配
が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断しており、
当該製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内販
売においては「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第30号　2021年３月26日）第98項に定める代
替的な取扱いを適用し、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転
される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収
益を認識しております。

⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
っております。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生した翌連結会計年度において全額
費用処理しております。未認識数理計算上の差異については、税
効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の
退職給付に係る調整累計額に計上しております。

ロ．在外連結子会社の会計処理基準 在外連結子会社が採用している会計処理基準は、当該国において
一般に公正妥当と認められている基準によっており、当社の採用
している基準と重要な差異はありません。

ハ．重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子
会社等の資産及び負債は直物為替相場、収益及び費用は期中平均
為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為
替換算調整勘定に含めて計上しております。
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２．重要な会計上の見積りに関する注記
(1) 繰延税金資産の回収可能性

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 29百万円

　なお、繰延税金資産は繰延税金負債と相殺前の金額を表示しております。
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ．算出方法
　繰延税金資産の回収可能性は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に
基づく課税所得の見積りにより判断しています。

ロ．主要な仮定
　将来の一時差異等加減算前課税所得は、取締役会の承認を得た事業計画に基づいて見積っており、事
業計画に含まれる売上高、売上総利益率、販売費及び一般管理費の予測が主要な仮定であります。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした仮定
に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額
に重要な影響を与える可能性があります。
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当連結会計年度（百万円）

減損損失 2

有形固定資産 4,975

無形固定資産 96

(2) 固定資産の減損
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．算出方法

　当社グループは、原則として、事業用資産については事業の種類を考慮してグルーピングを行い、遊
休資産等については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
　遊休資産については、今後、事業の用に供する予定がなくなったことなどから、当該資産の帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当連結会計年度においては２百万円を減損損失として特別損失に計上して
おります。
　事業用資産については、減損の兆候がある資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー
の総額が帳簿価額を下回った場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
計上しております。減損損失の測定に用いられる回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか
高い方の金額で算定しております。
　なお、当連結会計年度においてディスプレイ及び電子部品事業用資産について、営業活動から生ずる
損益（本社費等配賦後）が継続してマイナスとなり、減損の兆候が認められたため、減損の認識の判定
及び測定を行いましたが、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその
帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。
　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物及び構築物、土地については不動産鑑
定評価額等により評価しております。

ロ．主要な仮定
　固定資産の減損における主要な仮定は、取締役会において承認された事業計画に基づく将来売上予
測、売上総利益率及び販売費及び一般管理費の将来予測等であります。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　主要な仮定はいずれも見積りの不確実性が高く、経営環境の著しい変化があった場合は、当初見込ん
だ将来キャッシュ・フローまたは回収可能価額が変動することにより、減損損失を計上する可能性があ
ります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 10,471百万円

建物 854百万円
土地 1,970

合計 2,825

短期借入金 500百万円
１年以内返済予定長期借入金 420
長期借入金 629

合計 1,549

3．連結貸借対照表に関する注記

(2) 担保に供している資産

（注）担保に供している土地のうち11百万円は、株式会社エーシックとの共有分であり、当社グループ
持分を株式会社エーシックの銀行借入債務等に対して極度額60百万円の根抵当権を設定している
もので、当該借入額は下記に含まれておりません。

　上記に対応する当社グループ債務は次のとおりであります。

(3) 財務維持要件
　2022年５月26日に締結した当社のコミットメントライン契約（当連結会計年度末残高　500百万円）及
びタームローン契約（当連結会計年度末残高　1,049百万円）については、財務制限条項が付されており、
以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があり
ます。
①　各事業年度の末日における借入人の、連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決

算期の直前の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の
75％以上にそれぞれ維持すること。

②　各事業年度にかかる連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失
としないこと。
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貸倒引当金繰入額 0百万円
給与賞与 824
賞与引当金繰入額 16
退職給付費用 19
減価償却費 151
販売手数料 47
試験研究費 141

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 8,176,452株 －株 －株 8,176,452株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 23,607株 220株 －株 23,827株

（ 決 議 ） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日

2024年４月23日
定 時 株 主 総 会 普通株式 122 利益剰余金 15.00 2024年１月31日 2024年４月24日

（ 決 議 予 定 ） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日

2025年４月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 163 利益剰余金 20.00 2025年１月31日 2025年４月28日

4．連結損益計算書に関する注記
　販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は次のとおりであります。

5．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
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連結貸借対照表計上額
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券 110 110 －

破産更生債権等 8

　貸倒引当金 （※１） △8

－ － －

長期未収入金 45

　貸倒引当金 （※２） △45

－ － －

長期借入金　 （※３） 1,049 1,049 －

リース債務　 （※４） 296 298 2

6．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入で調達しております。一時的な余資
は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、基本的に行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に
業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されており
ます。営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取
引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資
に必要な資金調達を目的としたものであります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。また、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等
ならびに設備関係支払手形は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ
とから、注記を省略しております。

※１．破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※２．長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※３．１年以内返済予定の長期借入金を含めております。
※４．１年以内返済予定のリース債務を含めております。
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区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 14

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 70 － － 70

地方債 － 9 － 9

社債 － 29 － 29

資産計 70 39 － 110

（注）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

※　市場価格のない株式等は、上表の投資有価証券には含めておりません。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

破産更生債権等 － － － －

長期未収入金 － － － －

資産計 － － － －

長期借入金 － 1,049 － 1,049

リース債務 － 298 － 298

負債計 － 1,347 － 1,347

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
・投資有価証券

　上場株式、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され
ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方、当社が保有している地方債及び社
債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベ
ル２の時価に分類しております。

・破産更生債権等及び長期未収入金
　これらについては、担保及び相手先の財務状況による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定して
いるため、時価は連結会計年度末における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額と
近似していることから、当該価額によっており、レベル３の時価に分類しております。

・長期借入金
　長期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

・リース債務
　リース債務の時価は、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割
り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の
時価(百万円)当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

750 156 906 1,115

退職給付債務の期首残高 1,131百万円
勤務費用 71
利息費用 15
数理計算上の差異の発生額 △13
退職給付の支払額 △71
その他 △2

退職給付債務の期末残高 1,130

7．賃貸等不動産に関する注記
　当社は、経営資源の選択と集中を図ることを目的とした営業所の統廃合及び太陽電池ウェーハ事業の大幅な
縮小を行ったことに伴い、広島県福山市その他の地域において遊休不動産を有しております。
　当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

２. 当連結会計年度の増加は不動産の遊休化に伴うもの（201百万円）であり、主な減少は減価償却費
（26百万円）及び遊休不動産の売却（18百万円）であります。

３. 当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定士による「不動産鑑定書」（指標等を用いて調整を
行ったものを含む）に基づく金額であります。

8．退職給付に関する注記
(1) 採用している退職給付制度の概要

　当社は退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度
からなる退職給付制度を設けております。連結子会社であるJPN,INC.では、外部拠出型の退職給付制度を
採用しております。

(2) 確定給付制度
①　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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年金資産の期首残高 717百万円
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 6
事業主からの拠出額 57
退職給付の支払額 △31

年金資産の期末残高 774

積立型制度の退職給付債務 613百万円
年金資産 △774

△160
非積立型制度の退職給付債務 516
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 355

退職給付に係る負債 516
退職給付に係る資産 △160
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 355

勤務費用 71百万円
利息費用 15
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △14
確定給付制度に係る退職給付費用 47

数理計算上の差異 4百万円
合計 4

②　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

③　退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
に係る資産の調整表

④　退職給付費用及びその内訳項目の金額

⑤　退職給付に係る調整額
　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
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未認識数理計算上の差異 25百万円

株式 30.3％
債券 36.4
一般勘定 17.3
その他 16.0

合　計 100.0

⑥　退職給付に係る調整累計額
　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

⑦　年金資産に関する事項
イ．年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

ロ．長期期待運用収益率の設定方法
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑧　数理計算上の計算基礎に関する事項
　当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率　1.5％
長期期待運用収益率　3.0％

(3) 確定拠出制度
　当社の確定拠出制度への要拠出額は14百万円であります。
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報告セグメント
その他

（注）１ 合計電子機器部
品製造装置

ディスプレイ
及び電子部品 計

プリント基板関連事業 2,804 － 2,804 － 2,804

液晶関連事業 1,359 － 1,359 － 1,359

印刷・表面加工事業 － 2,375 2,375 － 2,375

操作パネル関連事業 － 1,331 1,331 － 1,331

電子部品実装事業 － 6,418 6,418 － 6,418

その他 413 107 521 9 531

外部顧客への売上高
（注）２ 4,577 10,233 14,811 9 14,821

9. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント及び付随的な収益を獲得するに
過ぎない構成単位であります。

２．外部顧客への売上高は、顧客との契約から生じる収益を源泉としております。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「１．連結計算書類の作
成のための基本となる重要な事項　(3) 会計方針に関する事項　④　重要な収益及び費用の計上基準」に記
載のとおりであります。
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当連結会計年度（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,400

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,319

契約負債（期首残高） 120

契約負債（期末残高） 46

(1) １株当たり純資産額 1,194円55銭

(2) １株当たり当期純利益 96円70銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

　契約負債は、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り
崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は
94百万円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が73百万円減少した主な理由は、電子
機器部品製造装置事業の製品代金の前受金の減少によるものであります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を
超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約か
ら生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

10. １株当たり情報に関する注記
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11. 重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）

　当社は、2025年3月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用
される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由

　資本政策の一環として、株主還元の充実並びに資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うもの
であります。

(2) 取得に係る事項の内容
①　取得対象株式の種類

当社普通株式
②　取得し得る株式の総数

208,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.6％）

③　株式の取得価額の総額
100百万円（上限）

④　取得期間
2025年3月17日～2025年10月17日

⑤　取得方法
東京証券取引所における市場買付

12. その他の注記
（金額の表示単位の変更）

　当連結会計年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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（2025年１月31日現在） （単位：百万円）
科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 未 収 入 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

4,403
1,251
61
585
1,179
86
887
271
79

4,728
3,417
858
49
467
2
46

1,970
22
85
82
3

1,225
124
479
403
6
41
134
140
△104　

流 動 負 債 2,470
支 払 手 形 699
買 掛 金 212
短 期 借 入 金 500
１年以内返済予定長期借入金 420
リ ー ス 債 務 38
未 払 金 342
未 払 法 人 税 等 59
前 受 金 42
そ の 他 153

固 定 負 債 1,316
長 期 借 入 金 629
リ ー ス 債 務 8
繰 延 税 金 負 債 62
退 職 給 付 引 当 金 525
資 産 除 去 債 務 4
債務保証損失引当金 87

負 債 合 計 3,787
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,322
資 本 金 300
資 本 剰 余 金 1,068
資 本 準 備 金 8
そ の 他資本剰余金 1,059
利 益 剰 余 金 3,975
利 益 準 備 金 66
そ の 他利益剰余金 3,908
固定資産圧縮積立金 42
繰 越 利 益 剰 余 金 3,866

自 己 株 式 △20
評 価 ・換算差額等 22
その他有価証券評価差額金 22

純 資 産 合 計 5,345
資 産 合 計 9,132 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,132

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2024年２月 1 日から
2025年１月31日まで）

（単位：百万円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

売 上 高 6,873
売 上 原 価 4,877
売 上 総 利 益 1,995

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,625
営 業 利 益 370

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 721
受 取 賃 貸 料 29
為 替 差 益 46
そ の 他 13 810

営 業 外 費 用
支 払 利 息 25
減 価 償 却 費 21
賃 貸 費 用 11
そ の 他 3 61
経 常 利 益 1,119

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 5 5

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 7
固 定 資 産 除 却 損 1
減 損 損 失 0
債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 0 10
税 引 前 当 期 純 利 益 1,114
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 186
法 人 税 等 調 整 額 41 227
当 期 純 利 益 886

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（2024年２月 1 日から
2025年１月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資

本剰余金
資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
繰越利益
剰 余 金

2024年２月１日
期 首 残 高 300 8 1,059 1,068 66 47 3,097 3,211 △20 4,559
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △122 △122 － △122
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 － － － － － △5 5 － － －
当 期 純 利 益 － － － － － － 886 886 － 886
自己株式の取得 － － － － － － － － △0 △0
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － － － － － －

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 － － － － － △5 768 763 △0 763
2025年1月31日
期 末 残 高 300 8 1,059 1,068 66 42 3,866 3,975 △20 5,322

評価・換算差額等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2024年２月１日
期 首 残 高 19 19 4,579
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 － － △122
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 － － －
当 期 純 利 益 － － 886
自己株式の取得 － － △0
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

2 2 2

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 2 2 766
2025年1月31日
期 末 残 高 22 22 5,345

株主資本等変動計算書
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１．重要な会計方針
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
・子会社株式 移動平均法による原価法
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②　棚卸資産

・原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法）

・製品・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）
ただし、金属・樹脂印刷及びプリント基板は、移動平均法による
原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）

・貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 31年～38年
機械装置  6 年～12年

②　無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産について
は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を
採用しております。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係
るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しております。
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(3) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、翌事業年度に全額費用処理してお
ります。

③　債務保証損失引当金 関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財
政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

④　役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見
込額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準 顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履
行義務の内容、及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１年以内に受
領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

①　電子機器部品製造装置事業 電子機器部品製造装置事業においては、主にプリント基板製造装
置及びインクジェットコーターの製造及び販売を行っておりま
す。
プリント基板製造装置の販売については、国内販売は主に顧客に
より製品が検収された時、輸出販売は主にインコタームズ等で定
められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収
益を認識しております。インクジェットコーターの販売について
は、エンドユーザーが据付後動作確認を行った時点で収益を認識
しております。

②　ディスプレイ及び電子部品事業 ディスプレイ及び電子部品事業においては、主に工作機械及び産
業用機械向けの操作パネル、自動車向けの印刷製品の製造及び販
売を行っております。
これらの製品の販売については、当該製品の支配が顧客に移転し
た時点で履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡
時点で収益を認識しております。ただし、国内販売においては
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第30号　2021年３月26日）第98項に定める代替的な取扱い
を適用し、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識して
おります。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項
重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
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当事業年度（百万円）

減損損失 0

有形固定資産 3,417

無形固定資産 85

2．重要な会計上の見積りに関する注記
(1) 繰延税金資産の回収可能性

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 15百万円

　なお、繰延税金資産は繰延税金負債と相殺前の金額を表示しております。
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　連結計算書類「２．重要な会計上の見積りに関する注記（1）繰延税金資産の回収可能性」に記載した
内容と同一であります。

(2) 固定資産の減損
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結計算書類「２．重要な会計上の見積りに関する注記（2）固定資産の減損」に記載した内容と同一
であります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 6,959百万円

建物 854百万円
土地 1,970

合計 2,825

短期借入金 500百万円
１年以内返済予定長期借入金 420
長期借入金 629

合計 1,549

①　短期金銭債権 27百万円
②　短期金銭債務 11百万円
③　長期金銭債権 42百万円

3．貸借対照表に関する注記

(2) 担保に供している資産

（注）担保に供している土地のうち11百万円は、株式会社エーシックとの共有分であり、当社持分を株
式会社エーシックの銀行借入債務等に対して極度額60百万円の根抵当権を設定しているもので、
当該借入額は下記に含まれておりません。

上記に対応する当社債務は次のとおりであります。

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(4) 財務維持要件
　2022年５月26日に締結した当社のコミットメントライン契約（当事業年度末残高　500百万円）及びタ
ームローン契約（当事業年度末残高　1,049百万円）については、財務制限条項が付されており、以下のい
ずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①　各事業年度の末日における借入人の、連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決

算期の直前の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の
75％以上にそれぞれ維持すること。

②　各事業年度にかかる連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失
としないこと。
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①　売上高 49百万円
②　仕入高 173百万円
③　販売費及び一般管理費 72百万円
④　営業取引以外の取引高 701百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 23,607株 220株 －株 23,827株

4．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

5．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項
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（単位：百万円）
繰延税金資産

棚卸資産評価損 35
未払事業税 8
未払事業所税 4
試験研究費 73
減価償却費 126
減損損失 227
投資有価証券評価損 13
関係会社株式評価損 44
ゴルフ会員権評価損 7
貸倒引当金 34
債務保証損失引当金 26
退職給付引当金 119
その他 90

繰延税金資産　小計 812
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △796
評価性引当額　小計 △796
繰延税金資産　合計 15

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 27
その他有価証券評価差額金 9
前払年金費用 41

繰延税金負債　合計 78
繰延税金負債の純額 62

6．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
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（単位：％）
法定実効税率 30.5
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3
在外連結子会社からの受取配当金益金不算入 △18.2
住民税均等割 1.1
評価性引当額の増加 6.1
税務上の繰越欠損金の利用 △6.7
外国子会社からの配当に係る源泉税 6.5
その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5

種類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有)
割合 (％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社

上海賽路客電子
有限公司

(所有)
直接

100.0
配当金受取 受取配当金 421 － －

JPN,INC.
(所有)
直接

100.0
配当金受取 受取配当金 270 － －

(1) １株当たり純資産額 655円67銭

(2) １株当たり当期純利益 108円70銭

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

7．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

8．１株当たり情報に関する注記

9. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「９．収益認識に関する注
記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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10. 重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）

　自己株式の取得については、連結計算書類「11．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載し
ているため、注記を省略しております。

11. その他の注記
（金額の表示単位の変更）

　当事業年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平　岡　康　治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉　田　秀　敏

独立監査人の監査報告書
2025年3月26日

株式会社石井表記
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
広　島　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社石井表記の2024年2月1日から2025年1月31日まで
の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書
類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社石井表記及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類等に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平　岡　康　治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉　田　秀　敏

独立監査人の監査報告書
2025年3月26日

株式会社石井表記
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
広　島　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社石井表記の2024年2月1日から2025年1月31日
までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
その他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年２月１日から2025年１月31日までの第52期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

2025年３月27日

株式会社石井表記　監査役会
常勤監査役 渡 邊 伸 樹 ㊞

社外監査役 森 末 辰 彦 ㊞

社外監査役 松 岡 清 史 ㊞
　

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
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第１号議案 剰余金の処分の件

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　第52期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、
以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類
金銭といたします。

２．配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円　　総額は163,052,500円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2025年４月28日
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第２号議案 監査役１名選任の件

ふりがな
氏　名

（生年月日）
略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する
当社株式の
種類及び数

もりすえ たつひこ
森 末 辰 彦
(1952年

６月19日生)

1971年４月　広島国税局入局
2001年７月　福山税務署副署長
2003年７月　国税庁長官官房広島派遣国税庁監察官
2005年７月　玉野税務署長
2006年７月　広島国税局調査査察部調査第一部門統括国税調査官
2007年７月　東京国税局調査査察部調査第二部門統括国税調査官
2008年７月　広島国税局調査査察部調査管理課長
2011年７月　広島国税局調査査察部次長
2012年７月　福山税務署長
2013年８月　税理士登録、森末辰彦税理士事務所代表（現任）
2017年４月　当社社外監査役（現任）

普通株式
200株

【社外監査役候補者とした理由】
森末辰彦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、直接会社経営に関与された経験はありませんが、
同氏は国税局の要職を歴任し、また税理士としての職務経験から財務・会計に関する豊富な専門知識と経験
に基づく高い見識を有し、社外監査役として積極的に意見・提言を行い、当社のガバナンス向上に貢献して
おります。これまでの実績を踏まえ、今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、
引き続き社外監査役候補者といたしました。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役森末辰彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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第２号議案 監査役１名選任の件

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．森末辰彦氏は社外監査役候補者であります。
３．森末辰彦氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時

をもって８年となります。
４．当社は、森末辰彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425
条第１項に規定する最低責任限度額としており、森末辰彦氏の再任が承認された場合は、同氏との間
で当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の
役員としての業務につき行った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより
被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等
を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められ
ることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

６．当社は森末辰彦氏を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出しております。

以　上

－ 63 －
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地図

株主総会会場ご案内略図

会場：広島県福山市三之丸町８番16号
福山ニューキャッスルホテル２階　琴の間
TEL 084－922－2121
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お車でお越しの場合
山陽自動車道「福山東ＩＣ」から15分

お問合せ　株式会社石井表記 総務部（平住、近藤、友滝）　℡ 084-960-1230（直通）


